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財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告
に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につい

て（公開草案） 
 

令和４（2022）年 12 月 15 日 

企業会計審議会内部統制部会 

一 経 緯 

金融商品取引法により、上場会社を対象に財務報告に係る内部統制の経営者によ

る評価と公認会計士等による監査（以下「内部統制報告制度」という。）が平成 20

年４月１日以後開始する事業年度に適用されて以来、14年余りが経過した。この内

部統制報告制度は、財務報告の信頼性の向上に一定の効果があったと考えられる。 

 一方で、経営者による内部統制の評価範囲の外で開示すべき重要な不備が明らか

になる事例や内部統制の有効性の評価が訂正される際に十分な理由の開示がない

事例が一定程度見受けられており、経営者が内部統制の評価範囲の検討に当たって

財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を適切に考慮していないのではないか等

の内部統制報告制度の実効性に関する懸念が指摘されている。 

また、国際的な内部統制の枠組みについて、米国のＣＯＳＯ（トレッドウェイ委

員会支援組織委員会）の内部統制の基本的枠組みに関する報告書（以下「ＣＯＳＯ

報告書」という。）が、経済社会の構造変化やリスクの複雑化に伴う内部統制上の

課題に対処するために改訂された。具体的には、内部統制の目的の一つである「財

務報告」の「報告」（非財務報告と内部報告を含む。）への拡張、不正に関するリ

スクへの対応の強調、内部統制とガバナンスや全組織的なリスク管理との関連性の

明確化等を行っている。我が国でも、コーポレートガバナンス・コード等において、

これらの課題に一定の対応は行われているものの、内部統制報告制度ではこれらの

点に関する改訂は行われてこなかった。 

このような内部統制報告制度を巡る状況を踏まえ、令和３（2021）年 11月、「会

計監査の在り方に関する懇談会（令和３事務年度）論点整理」において、高品質な

会計監査を実施するための環境整備の観点から、内部統制報告制度の在り方に関し

て、内部統制の整備・運用状況について分析を行い、国際的な内部統制・リスクマ

ネジメントの議論の進展も踏まえながら、必要に応じて、内部統制の実効性向上に

向けた議論を進めることが必要であるとされた。 

こうしたことから、当審議会は、令和４（2022）年 10月から内部統制部会におい

て、内部統制の実効性向上を図る観点から審議・検討を開始した。このたび、内部
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統制部会において、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報

告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（公開草案）」

をとりまとめたので、これを公表し、広く各界の意見を求めることとした。 

なお、内部統制部会の審議においては、以下の問題提起があった。 

 サステナビリティ等の非財務情報の内部統制報告制度における取扱いについて

は、当該情報の開示等に係る国内外における議論を踏まえて検討すべきではな

いか。 

 ダイレクト・レポーティング（直接報告業務）を採用すべきかについては、内

部統制監査の在り方を踏まえ、検討すべきではないか。 

 内部統制監査報告書の開示の充実に関し、例えば、内部統制に関する「監査上

の主要な検討事項」を採用すべきかについては、内部統制報告書における開示

の進展を踏まえ検討すべきではないか。 

 訂正内部統制報告書について、現在監査を求めていないが、監査人による関与

の在り方について検討すべきではないか。 

 経営者の責任の明確化や経営者による内部統制無効化への対応等のため、課徴

金を含めた罰則規定の見直しをすべきではないか。 

 会社法に内部統制の構築義務を規定する等、会社法と調整していくべきであり、

将来的に会社法と金融商品取引法の内部統制を統合し、内部統制の４つの目的

をカバーして総合判断できるようにすべきではないか。 

 代表者による確認書において、内部統制に関する記載の充実を図ることを検討

すべきではないか。 

 定期的な開示から臨時的な開示に金融商品取引法が動いているのであれば、臨

時報告書についても内部統制を意識すべきではないか。 

これらについては、法改正を含む更なる検討が必要な事項であることから、中長期

的な課題とすることとした。 

 

二 主な改訂点とその考え方 

（１）内部統制の基本的枠組み 

① 報告の信頼性 
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サステナビリティ等の非財務情報に係る開示の進展やＣＯＳＯ報告書の改訂を

踏まえ、内部統制の目的の一つである「財務報告の信頼性」を「報告の信頼性」

とすることとした。報告の信頼性は、組織内及び組織の外部への報告（非財務情

報を含む。）の信頼性を確保することをいうと定義するとともに、「報告の信頼

性」には「財務報告の信頼性」が含まれ、金融商品取引法上の内部統制報告制度

は、あくまで「財務報告の信頼性」の確保が目的であることを強調した。 

② 内部統制の基本的要素 

「リスクの評価と対応」においては、ＣＯＳＯ報告書の改訂を踏まえ、リスクを

評価するに際し不正に関するリスクについて考慮することの重要性や考慮すべき

事項を明示した。また、「情報と伝達」については、大量の情報を扱う状況等にお

いて、情報の信頼性の確保におけるシステムが有効に機能することの重要性を記

載した。さらに、「ＩＴへの対応」では、ＩＴの委託業務に係る統制の重要性が増

していること、サイバーリスクの高まり等を踏まえた情報システムに係るセキュ

リティの確保が重要であることを記載した。 

③ 経営者による内部統制の無効化 

内部統制を無視ないし無効ならしめる行為に対する、組織内の全社的又は業務

プロセスにおける適切な内部統制の例を示した。また、当該行為が経営者以外の

業務プロセスの責任者によってなされる可能性もあることを示した。 

④ 内部統制に関係を有する者の役割と責任 

監査役等については、内部監査人や監査人等との連携、能動的な情報入手の重

要性等を記載した。また、内部監査人については、熟達した専門的能力と専門職と

しての正当な注意をもって職責を全うすること、取締役会及び監査役等への報告

経路も確保すること等の重要性を記載した。 

⑤ 内部統制とガバナンス及び全組織的なリスク管理 

内部統制とガバナンス及び全組織的なリスク管理は一体的に整備及び運用され

ることの重要性を明らかにし、これらの体制整備の考え方として、３線モデル等

を例示した。 
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（２） 財務報告に係る内部統制の評価及び報告 

① 経営者による内部統制の評価範囲の決定 

経営者が内部統制の評価範囲を決定するに当たって、財務報告の信頼性に及ぼ

す影響の重要性を適切に考慮すべきことを改めて強調するため、評価範囲の検討

における留意点を明確化した。具体的には、評価対象とする重要な事業拠点や業

務プロセスを選定する指標について、例示されている「売上高等の概ね２／３」

や「売上、売掛金及び棚卸資産の３勘定」を機械的に適用すべきでないことを記

載した。 

また、評価範囲に含まれない期間の長さを適切に考慮するとともに、開示すべき

重要な不備が識別された場合には、当該開示すべき重要な不備が識別された時点

を含む会計期間の評価範囲に含めることが適切であることを明確化した。評価対

象に追加すべき業務プロセスについては、検討に当たって留意すべき業務プロセ

スの例示等を追加した。 

さらに、評価範囲に関する監査人との協議について、評価範囲の決定は経営者

が行うものであるが、監査人による指導的機能の発揮の一環として、当該協議を、

内部統制の評価の計画段階及び状況の変化等があった場合において、必要に応じ、

実施することが適切であることを明確化した。 

なお、上記の「売上高等の概ね２／３」や「売上、売掛金及び棚卸資産の３勘

定」について、それらを機械的に適用せず、評価範囲の選定に当たって財務報告

に対する影響の重要性を適切に勘案することを促すよう、基準及び実施基準にお

ける段階的な削除を含む取扱いに関して、今後、当審議会で検討を行うこととし

ている。 

 

② ＩＴを利用した内部統制の評価 

ＩＴを利用した内部統制の評価について留意すべき事項を記載した。この評価

に関して、一定の頻度で実施することについては、経営者は、ＩＴ環境の変化を

踏まえて慎重に判断し、必要に応じて監査人と協議して行うべきであり、特定の

年数を機械的に適用すべきものではないことを明確化した。 

③ 財務報告に係る内部統制の報告 

内部統制報告書において、記載すべき事項を明示した。経営者による内部統制

の評価の範囲について、重要な事業拠点の選定において利用した指標の一定割合
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等の決定の判断事由等について記載することが適切であるとした。また、前年度

に開示すべき重要な不備を報告した場合における当該開示すべき重要な不備に対

する是正状況を付記事項に記載すべき項目として追加した。 

（３） 財務報告に係る内部統制の監査 

監査人は、実効的な内部統制監査を実施するために、財務諸表監査の実施過程に

おいて入手している監査証拠の活用や経営者との適切な協議を行うことが重要で

ある。 

監査人は、経営者による内部統制の評価範囲の妥当性を検討するに当たっては、

財務諸表監査の実施過程において入手している監査証拠も必要に応じて、活用する

ことを明確化した。また、評価範囲に関する経営者との協議については、内部統制

の評価の計画段階、状況の変化等があった場合において、必要に応じて、実施する

ことが適切であるとしつつ、監査人は独立監査人としての独立性の確保を図ること

が求められることを明確化した。 

また、監査人が財務諸表監査の過程で、経営者による内部統制評価の範囲外から

内部統制の不備を識別した場合には、内部統制報告制度における内部統制の評価範

囲及び評価に及ぼす影響を十分に考慮するとともに、必要に応じて、経営者と協議

することが適切であるとした。 

 

三 内部統制報告書の訂正時の対応 

近年、開示すべき重要な不備が当初の内部統制報告書においてではなく、後日、

内部統制報告書の訂正によって報告される事例や、経営者による内部統制の評価範

囲外から当該不備が識別される事例が一定程度見受けられる。また、訂正内部統制

報告書においては、現在、当該不備が当初の内部統制報告書において報告されなか

った理由、及び当該不備の是正状況等についての記載は求められていない。 

こうしたことから、事後的に内部統制の有効性の評価が訂正される際には、訂正

の理由が十分開示されることが重要であり、訂正内部統制報告書において、具体的

な訂正の経緯や理由等の開示を求めるために、関係法令について所要の整備を行う

ことが適当である。 

 

四 適用時期等 
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１ 改訂基準及び改訂実施基準は、令和６（2024）年４月１日以後開始する事業年度

における財務報告に係る内部統制の評価及び監査から適用する。なお、改訂基準及

び改訂実施基準を適用するに当たり、関係法令等において、基準・実施基準の改訂

に伴う所要の整備を行うことが適当である。 

２ 改訂基準及び改訂実施基準を実務に適用するに当たって必要となる内部統制監

査の実務の指針については、日本公認会計士協会において、関係者とも協議の上、

適切な手続の下で、早急に作成されることが要請される。 


